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国道２３号の伊勢神宮前（内宮前）は、内宮前の駐車場待ちの車両による渋滞が、連休などの観光シー

ズンのみならず通常の休日においても発生し、交通の円滑性及び安全性が確保されていない状況であった。 
一方、平成２５年の「式年遷宮」に向けて来訪者の増加が見込まれるため、早期に交通流対策が求めら

れていた。 
ここでは、短期間で交通流対策が実施できたこと及び対策効果（中間）について、報告するものである。 
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1.  はじめに 

国道２３号の宇治浦田町交差点から内宮前（国

道２３号終点）間は、伊勢神宮（内宮）へのアク

セスの最終区間（延長７００ｍ）であり、直近に

内宮前駐車場があるものの容量は３００台と少な

く、内宮前駐車場に入れなかった車両は、約８０

０ｍ離れた浦田駐車場（駐車容量１５００台）の

利用となる。 
来訪者は三重県外からも多く、県外の来訪者は、

主に伊勢自動車道の伊勢西ＩＣもしくは伊勢ＩＣ

を利用し、県内の来訪者は主に国道２３号の利用

状況となっている。 
当該区間は、これら来訪者の内宮前駐車場への

流入交通、公共交通・生活交通の車両が混在し、

特に休日は、渋滞と危険交通（対向車線にはみ出

して通行等）が生じ、交通の円滑性及び安全性が

確保されていない状況となっていた。 
一方、伊勢神宮では平成２５年に２０年に一度

の大祭「式年遷宮」が行われる予定であり、平成

２５年の年間来訪者数は、平成２０年度の約１．

３倍にあたる１０００万人が見込まれている。

「式年遷宮」に向け平成１７年から諸祭が進行中

であり、来訪者数は年々増加していることから、

早期に交通流対策が求められていた。 
そこで、各関係機関と協働で対策を検討し、交

通流対策として国道２３号の３車線化の社会実験

を実施した。 
ここでは、短期間で対策が実現できたこと及び

対策効果（中間）について、報告するものである。 
 

 

図-1 伊勢神宮（内宮）周辺の位置図 

 

2.  交通状況と課題 

 
(1)  国道２３号の交通状況 
国道２３号は、宇治浦田町交差点以北は４車線

以上であるが、宇治浦田町交差点～内宮前の区間

は２車線であり、中央帯にゼブラが施されている。 
内宮前には、来訪車両や観光バス、路線バスや

タクシーの公共交通、業務車両や沿道住民の生活

交通が集中することから、観光シーズンのみなら

ず通常の休日においても、２車線区間では著しい

渋滞が発生しており、当該区間の渋滞の通過には



１時間程度を要することもたびたび見受けられた。 
このような渋滞状況から、バス・タクシーの運

行は、苦肉の策として、当該区間の両端に人員を

配置し、トランシーバーにて交通状況を確認し、

安全面に配慮しながら中央帯のゼブラを利用して、

渋滞を回避（図-2）していた。 
沿道住民や営業者は、国道２３号が渋滞状況の

中で、車両の出入を行うこととなり、安全性が確

保されているとは言い難い状況であると共に、日

常的に渋滞に遭遇せざるをえない状況であった。 
 

 

図-2 渋滞と危険交通の状況 

 

(2)  国道２３号の交通課題 
伊勢神宮では、平成２５年に行われる「式年遷

宮」に向け来訪者が増加傾向にあり、今後、さら

なる交通渋滞の悪化も想定され、来訪車両や観光

バス、路線バスやタクシーの公共交通、業務車両

や沿道住民の生活交通を分離し、円滑な交通流と

安全性を確保する必要があった。 

 

3.  対策実施までの流れ及び具体の対策内容 

 
(1)  対策実施までの流れ 
関係機関がそれぞれ問題意識を有する中、平成

２１年には、宇治橋が１月末で渡り納めとなり、

秋に渡始式が開催されるなど、年末から更なる来

訪者の増加が想定される状況で、このままでは平

成２１年よりさらに厳しい状況になる恐れが生じ、

「今なんとかしなければ」という危機感が関係機

関の間で高まった。 
そのため、平成２０年１１月２１日に関係機関

（伊勢警察署、国土交通省、三重県、伊勢市）が

集まり協議調整（表-1）を行い、２車線区間を３

車線化し、その対策を１年間の社会実験として実

施することとした。 
関係機関は、各々機関内の調整（表-2）を進め、

平成２０年１２月３日に伊勢市及び周辺自治体・

三重県・各道路管理者・交通管理者・各観光協

会・地元代表者・各公共交通事業者等で構成する

「伊勢地域観光交通対策協議会」（会長：伊勢市

長）を開催し、３車線化の交通流対策を承認、平

成２０年１２月７日に地元説明会を開催し地元と

合意形成を経て、平成２０年１２月１９日に対策

工事を完了した。 
 

表-1 協議調整内容 

対策目的
・ 当該区間の渋滞緩和により、公共交通機関（バス・タクシー）
や沿道住民の円滑性・安全性の確保

対策の
実施方針

・
・
・

・

早期対策完了による早期効果発現を目指す
現道幅員内で軽微な工事（路面標示工事）による対策
社会実験として１年間の実施（年間を通して状況を確認し、
改善策等の検討を実施）
実験期間中に問題が生じた際や改善案が発議された時に
は即時対応

対策内容
・ ３車線化の区間設定、幅員構成、路面標示の内容・位置、
案内看板の内容・設置位置、施工・設置者及び費用負担等

内　　　容

 
 

表-2 各関係機関の機関内調整 

検討主体機関 調整対象機関 調整内容

警察 伊勢警察署 県警本部 本部の承認とりつけ

国土
交通省

紀勢国道事務
所（業務発注）

三重河川国道
事務所（管理）

工事対応・効果計測及び費
用負担

三重県
伊勢県民セン
ター

三重県庁、伊勢
建設事務所

県の他機関の承認とりつけ

伊勢市
伊勢市交通政
策課

協議会、沿道住
民等

協議会の開催・承認の手続
き、地元説明会の準備、案内
看板の費用負担  

 
(2)  具体の対策内容 
a) ３車線化の区間設定 
今回は社会実験で早期の効果を求めたため、宇

治浦田町交差点の改良を伴わない位置から内宮前

までの約７００ｍを３車線化の区間に設定した。 
b) 幅員構成（図-3） 
現況車道部幅員１０．０ｍで２車線運用のもの

を、現況車道部幅員内で路肩の縮小と中央帯のゼ

ブラを削除することで、３車線化運用とした。 
 

 
図-3 事前事後の幅員構成 



c) 路面標示（図-4） 
３車線のうち内宮方面を２車線で運用し、路線

バス停留所やバスターミナルが第１車線側にある

こと、沿道住宅や店舗への出入りを確保する必要

があることから、第１車線をバス・タクシー及び

沿道住民等の通行帯、第２車線を内宮への来訪者

の通行帯とした。 
 

 
図-4 路面標示 

 
d) 案内看板（図-5） 
案内看板の地色は黄色とし、走行中の車両から

見ても目立つよう配慮した。 
 

 

図-5 案内看板 

 

4.  対策の効果 

 
(1)  効果計測項目 
効果計測項目は表-3に示すとおりであり、交通

量については、内宮前駐車場入口付近、渋滞長・

通過時間については、内宮前駐車場を起点として

国道２３号の宇治浦田町交差点方面への渋滞延伸

に関して調査を実施した。また、３車線化後の定

性的な状況把握及び問題点・改善点の把握を目的

として、ヒアリング調査を実施した。ヒアリング

項目は、渋滞の視点、安全の視点について改善さ

れた点、改善すべき点及び自由意見とした。 

表-3 効果計測項目、調査実施日時 

事前 事後
交通量調査（駐車
場利用台数調査）

H.20.12.13(土)
８時～17時

H.21.2.14(土)
８時～17時

渋滞長・通過時間
調査

H.20.12.7(日)
８時～17時

H.21.3.1(日)
８時～17時

ヒアリング
調査

バス・タクシー会
社、地元住民代表
へのヒアリング

－

◆ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ会社
H.21.2.27(金)

◆地元住民代表
H.21.2.23(月)

注）工事はH20.12.15（月）の週に完了

交通実態
調査

調査項目
調査日時

 
 

(2)  対策の効果（中間報告） 
a) 交通状況に関する効果 
渋滞長は、交通量が６００台／９時間の増加に

もかかわらず、ほとんど変化しなかった。ただし、

通過時間は交通量の増加も影響し、最大２８分か

ら３７分に増加した。 
第１車線の渋滞長はほぼ０ｍであり、公共交通

や生活交通の円滑性が大きく向上した。 
なお、来訪者の車両は、渋滞が発生すると第２

車線に並び、車線が概ね守られている状況より、

バス・タクシー等がスムーズに運行できているこ

とが確認できた。 
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図-6 事前事後の交通量、渋滞長調査結果 

 

 
図-7 車線が守られている状況、タクシー走行状況 

第１車線の渋滞は
ほとんど０ｍ



b) 意識に関する効果 
ヒアリング結果は、「以前と比べて渋滞にあま

り遭遇することなく通行できるようになった」な

ど、総論的には成功であるという評価をいただい

た。 
しかし、各論では改善すべき点がいくつかある

という意見・要望（表-4）をいただいた。 
 

表-4 ３車線化に対する主な意見・要望 

バス・タク
シー会社

・

・

・

宇治浦田町交差点の流出部が片側２車線となっていないので交差点手
前で渋滞する。宇治浦田町交差点直後から３車線化してほしい。
渋滞時、横断歩道の視認性が悪いので車両停車禁止エリアを拡大し、
視認性を確保してほしい。
第１車線のバス、タクシー等のレーンをカラー舗装にするなど、分かりや
すくしてほしい。

地域住民
代表

・
・

・

観光バスは第２車線を通行させてほしい。
伊勢西、伊勢ＩＣを降りたあたりから、ドライバーに宇治浦田町交差点以
南の渋滞情報を提供してほしい。
本格実施時にはオーバーヘッドの標識を設置して車線区分をわかりや
すくしてほしい。

主な意見・要望

 

 

5.  今後の取り組み、方向性 

 
今後、ヒアリングより得られた意見・要望と平

成２１年度に予定しているヒアリング調査の結果

等を基に、改善策について検討を行う予定である。 
これらのうち、社会実験期間内に実施できる対

策については、早期着手していく所存である。 
また、本格実施に向けた代表的な改善策（案）

について表-5に示す。 
 

表-5 代表的な改善策（案） 

施策名 施策内容、期待される効果 今後の取組方針

通行区分の
明確化

車線区分を明確にするためのカラー舗装等の施
工、オーバーヘッドの通行区分標識の設置等を
行い、通行区分のより一層の明確化を目指す。

道路管理者、交通管理
者と協議を実施

駐車待ち所
要時間情報
提供

宇治浦田町交差点の手前から駐車待ちの所要
時間情報を提供し、宇治浦田町交差点以南への
進入抑制及び浦田駐車場等への誘導を目指
す。

道路管理者、交通管理
者と協議を実施

 
 
これらの改善策（案）についても、協議会や関

係機関と協働にて検討し、早期着手を目指してい

く所存である。 
このうち、「駐車待ち所要時間情報提供」につ

いては、今後の取組内容が広範となることから、

以下に施策の主旨・内容を補足する。 
前述の通り、今回の対策区間の延長は約７００

ｍであるが、内宮前駐車場が満車となった後の駐

車待ちは依然として通過に１時間程度を要してい

る。この点は３車線化前後で大きな変化は無く、

特に初めての来訪者にとっては想像以上の所要時

間である。このことは、事前に内宮前駐車場・浦

田駐車場のどちらを利用するか選択できる情報提

供が必要であることを示唆している。したがって、

宇治浦田交差点以南への流入抑制のため、内宮周

辺への主要なアクセス道路である国道２３号と御

木本道路において、内宮前駐車場までの所要時間

情報を提供（図-8）し、これを周知するとともに、

ホームページ等で浦田駐車場等の位置・駐車台数

等を広報・周知することが必要と考える。さらに

は、正月時期等に実施しているＰ＆ＢＲ等との連

携を図り、より良い総合交通体系を構築していく

ことが望ましい。 
 

 
図-8 駐車待ちの所要時間情報提供のイメージ 

 

6. 結び 

 
今回、交通流対策の対策検討開始から対策完了

まで概ね１ヶ月で実施することができた。その成

功要因としては、もともと伊勢神宮を中心とする

伊勢地域観光交通対策協議会が存在し、関係機関

が協働で検討する土壌があったことが挙げられる。 
沿道住民、バス・タクシー交通事業者、警察、

地元自治体、道路管理者等の関係者が、平成２５

年の式年遷宮に向け、「今やらねば」との共通認

識に立てたことが大きな推進力となったと考える。 
当該地域は、平成２５年に「式年遷宮」という

一大イベントがあり、関係機関が共通認識に立ち

易い地域であるが、他の地域においても、関係機

関が「今やらねば」との共通認識に立てるよう、

積極的な意見交換等、コミュニケーションを図っ

ていくことが重要であると考える。 
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